
  ●
ご
み
の
焼
却
は
で
き
ま
せ
ん

　

昨
年
4
月
1
日
か
ら
、
次
の
場
合
を

除
い
て
廃
棄
物
（
ご
み
）
の
焼
却
は
禁

止
さ
れ
ま
し
た
。

・
廃
棄
物
処
理
法
の
基
準
に
従
う
場
合

・
公
益
上
、
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得

　

な
い
場
合

・
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影

　

響
が
軽
微
と
認
め
ら
れ
る
場
合

●
廃
棄
物
焼
却
炉
の
焼
却
基
準
が
変

　

わ
り
ま
す

　

こ
と
し　

月
1
日
か
ら
廃
棄
物
処
理

12

法
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

焼
却
炉
の
規
模
の
大
き
さ
に
か
か
わ

ら
ず
、
焼
却
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば

廃
棄
物
の
焼
却
は
で
き
ま
せ
ん
。

焼
却
基
準
の
内
容

【
焼
却
の
方
法
】

・
煙
突
の
先
端
以
外
か
ら
燃
焼
ガ
ス
を

　

出
さ
な
い

・
煙
突
の
先
端
か
ら
火
炎
や
黒
煙
を
出

　

さ
な
い

・
煙
突
か
ら
焼
却
灰
や
未
燃
物
を
飛
散

　

さ
せ
な
い

【
焼
却
設
備
の
構
造
】

・
空
気
取
り
入
れ
口
、
煙
突
の
先
端
以

　

外
に
外
気
と
接
し
な
い

・
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
は
八
百
度
以
上

・
燃
焼
空
気
の
通
風
が
で
き
る

・
外
気
に
触
れ
な
い
で
、
定
量
ず
つ
廃

　

棄
物
を
投
入
で
き
る

・
助
燃
装
置
、
燃
焼
ガ
ス
の
温
度
測
定

　

装
置
が
あ
る

お
尋
ね　

市
環
境
保
全
課

　
　
　
　
（
�
�
1
7
8
7
）

●
フ
ロ
ン
類
の
回
収
・
破
壊
が
義
務

　

付
け
ら
れ
ま
し
た

　
　

月
1
日
か
ら
自
動
車
を
廃
棄
す
る

10
場
合
は
、
カ
ー
エ
ア
コ
ン
の
冷
媒
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
を
回

収
・
破
壊
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

※
自
動
車
を
廃
棄
す
る
人
は
、
フ
ロ
ン

　

類
の
回
収
・
破
壊
の
費
用
を
負
担
し

　

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

手
順
は
次
の
と
お
り
で
す
。

フ
ロ
ン
類
の
回
収
・
破
壊
の
手
順

「
自
動
車
フ
ロ
ン
券
」
を
購
入
し
て
く

だ
さ
い
。
価
格
は
二
千
五
百
八
十
円
。

郵
便
局
ま
た
は
一
部
を
除
く
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
販
売
し
ま
す
。　

　
　
　
　

�　

「
第
二
種
特
定
製
品
取
引
業
者
（
自
動

車
販
売
店
な
ど
）」へ
自
動
車
フ
ロ
ン
券

と
廃
棄
す
る
自
動
車
を
渡
し
て
く
だ
さ

い
。

　
　
　
　

�

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
が
フ
ロ
ン
類
を
回

収
し
、
そ
の
後
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
が

破
壊
し
ま
す
。

お
尋
ね　

県
環
境
政
策
課

　
　
（
�
0
9
5
・
8
2
2
・
4
7
2
1
）

  ●
制
度
面
か
ら
の
対
策

（
1
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
保

　

有
さ
れ
る
情
報
は
、
法
律
で
本
人
確

　

認
情
報
（
①
氏
名　

②
生
年
月
日　

　

③
性
別　

④
住
所　

⑤
住
民
票
コ
ー

　

ド　

⑥
①
〜
⑤
の
変
更
年
月
日
と
変

　

更
理
由
）
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
2
）
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け

　

る
行
政
機
関
と
、
利
用
で
き
る
事
務

　

処
理
の
内
容
は
、
恩
給
支
給
な
ど
の

　

給
付
事
務
や
資
格
付
与
に
関
す
る
事

　

務
な
ど
、
法
律
で
具
体
的
に
限
定
さ

　

れ
て
い
ま
す
。
情
報
を
受
け
た
行
政

　

機
関
は
、
そ
の
情
報
の
目
的
外
使
用

　

が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
3
）
民
間
で
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
利

　

用
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
4
）
指
定
情
報
処
理
機
関
（
総
務
大

　

臣
か
ら
指
定
さ
れ
た
本
人
確
認
情
報

　

の
処
理
事
務
を
行
う
機
関
）、
都
道

　

府
県
、
市
町
村
の
関
係
職
員
に
安
全

　

確
保
措
置
と
秘
密
保
持
を
義
務
付
け
、

　

秘
密
を
漏
ら
し
た
場
合
は
通
常
よ
り

　　　

重
い
罰
則
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
5
）
指
定
情
報
処
理
機
関
は
、
本
人

　

確
認
情
報
の
提
供
状
況
に
つ
い
て
、

　

提
供
先
・
年
月
・
件
数
・
方
法
を
報

　

告
書
に
作
成
し
、
公
表
し
な
け
れ
ば

　

な
り
ま
せ
ん
。　
　

（
6
）
住
民
票
コ
ー
ド
は
無
作
為
の
番

　

号
で
す
。
本
人
ま
た
は
法
定
代
理
人

　

の
申
請
で
い
つ
で
も
変
更
で
き
ま
す
。

●
技
術
面
か
ら
の
対
策

外
部
か
ら
の
侵
入
の
防
止

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
安
全
性
の
高

　

い
専
用
回
線
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

・
不
正
侵
入
を
防
止
す
る
装
置
や
侵
入

　

検
知
装
置
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

・
通
信
デ
ー
タ
を
暗
号
化
し
ま
す
。

・
通
信
相
手
と
な
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

　

ー
の
正
当
性
を
確
認
し
て
か
ら
通
信

　

を
行
い
ま
す
。

・
万
一
の
場
合
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

　

運
用
を
停
止
す
る
な
ど
、
個
人
情
報

　

の
保
護
を
最
優
先
し
ま
す
。

内
部
の
不
正
利
用
の
防
止

・
操
作
者
用
I
C
カ
ー
ド
や
パ
ス
ワ
ー

　

ド
に
よ
る
厳
重
な
確
認
を
し
ま
す
。

・
シ
ス
テ
ム
の
操
作
者
ご
と
に
ネ
ッ
ト

　

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
が
保
有
す
る
デ
ー

　

タ
へ
の
接
続
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
地
方
公
共
団
体
、
指
定
情
報
処
理
機

　

関
、
情
報
提
供
を
受
け
る
国
の
行
政

　

機
関
な
ど
の
関
係
者
を
対
象
に
、
セ

　

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
研
修
会
を
実
施
し
て

　

い
ま
す
。

●
運
用
面
か
ら
の
対
策

（
1
）
指
定
情
報
処
理
機
関
で
は
、
第 

   
三
者
に
よ
る
「
本
人
確
認
情
報
保
護

　

委
員
会
」
を
設
置
し
て
本
人
確
認
情

　

報
の
保
護
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
し
、

　

必
要
に
応
じ
て
指
定
情
報
処
理
機
関

　

に
意
見
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り

　

ま
す
。
ま
た
、
都
道
府
県
で
も
同
様

　

の
審
議
会
を
つ
く
り
ま
す
。　

（
2
）
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
苦
情
に
適
切

　

・
迅
速
に
対
応
し
ま
す
。

（
3
）
佐
世
保
市
は
、
不
測
の
事
態
に

　

も
速
や
か
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
内

　

部
の
管
理
規
定
、
緊
急
時
対
応
計
画

　

を
策
定
し
ま
し
た
。

お
尋
ね　

市
役
所
戸
籍
年
金
課

　
　
　
　
（
�
�
1
1
1
1
）　

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
       
安
全
に
運
用
す
る
た
め
に

2002.10

　

8
月
5
日
か
ら
運
用
が
始
ま
っ
た
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
は
、
住
民
の
大
切

な
個
人
情
報
を
扱
う
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
は
最
も
重
要
な
課
題
で
す
。

　

個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
（
安
全
性
の
保
持
）
対
策
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市町村都道府県

指定情報処理機関

安全確保措置と秘密保持が義務付けられています
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平成 14 年度分譲事業用地

第 2 回説明会
　ことし 2 月の事業用地説明会で 16 事
業用地の分譲方針を説明しましたが、平
成 14 年度に分譲する事業用地について
第 2 回説明会を下の日程で開催します。
　市民の皆さんもご参加ください。

と　き　10 月 29 日（火）　13 時 30 分
ところ　アルカス SASEBO
　　　　イベントホール
内　容　・平成 14 年度に分譲する事業
　　　　　用地の公募に関する説明
　　　　・ポートルネッサンス 21 計画
　　　　　地（埋め立て地）の地区計画
　　　　　素案に関する説明

お尋ね　市役所企画調整課（�� 1111）

国の行政機関など

�
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